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住基ネット1こおける本人確認情報提供状況の開示≡について

1　本人確認情報提供状況の開示スケジ手一ルの決定
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○　本人確認情報提供状況の開示については、2月7日、47都道府県で

　構成する住基ネット推進協議会で決定した後、システム開発等を行って

　・しぺたが、・ごの度、システム開発もおおむね終了し、・10月1日から本人

　確認情報提供状況を保存する旨わ決定がなされたとの報告を受けた。

／意i：夏幕住墓ネット鱗会幹事会で決定し’楓47都道／

○　当面は、手旨定情報処理機関から毎月1回、一本人確認情報提供状況一を都

　道府県に磁気媒体で送付する方式をとるので、住民に対する本入確認情・

　報提供状況の開示は、11月以降準備が整っ仁都道府県から順次開始さ

　れる一こととなる。

2　総務舎としての取組

O　．本人確認情報提供状況の開宗は一、各都道府県め個入情報保幸条例に基

　づき行うごととなるが、総務省として毛、住基ネットセキュリティ基準

　（総務省告示）を改正し、法制的な位置付けを付与する予定（9月中に

．．改正予定）。　．



総務省告示の概要（予定）

「都道府県短事は、本人確認情報の提供又は利用の状捌こ係る情報の開

示請求に適切に対応するため、国の機農等、区域内の市町村の執行機関

等若しくは当該都道府県の執行機関（都道府県知事を除く。）’に対し未

人確認情報の提供を行った場合又は毒入確認情報を利引した亭含ぼ、個

入ごとの本人確認情報の提供又は利用の状況に係る情報を必要な期間保

存する。

　委任都道府県知事は、本人確認情報の提供の状況に係る情報の開示請

求に適切に対応するた一め、指定情報処理棲関に対し、一指定情報処理機関

が国の機関等又は区域内の市町村の執行機関等に対し本人確認情報の提

供を行っ一ｽ場芦における個入ごとの本人確認情報の提供の状況について．

報告を求め、当該提供の状況に係る情報を保存する。」

担当：総務省自治行政局市町村課

　　　高原企画官、松谷事務官

電話：03－5253－5r・11（代表）
　　　（内305r、内3066一）
　　　03－5253－551フー（直通）
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住基ネットにおける市町村長調査権の牽制化について

O一往基未りトは、47都道府県が中心となって構築・連営するシステム

　であり、都道府県知事・指定情報処理機関の住基ネットを利用する行政

機由に対する調査倒こついて畔制1ヒされ下いたが・市町村長は・・当然

　に都道府県知事・指定情報処理機関去経由して…周査権を行使することは

　できると解されてはいた毛のの、法制化までぽされていなかった。

○　地方公共団体から要撃が年さ札でいるところで毛あり、今回の佳墓ネ

　ツトセキュリティ基準（総務省告示）の改正の中セ・市田丁村号の住基ネ

　ットを効用する行政機劇こ対する調査権について、法制的な位置付けを

　付与する予定（9月中に改正予定）。

総務省告示の・概要て予定）

r市町村長は・必要に応じ・．国の機関竿・区域内の市町村の執行機関等

及び都師師事に対して・当該市町村の佳民1こ師本人確認情報の適

切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該本入確認情

報の適切な管理のための一措置の実施につい†要講を行うものとする。」

担当：．総務省自治行政局市町村課

　　　高原企画官、松谷事務官

電話103二525－3－5111（代表）
　　　（内305「、　内3’066）

　　　03－5253．一55r7（直通）


